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⼀般廃棄物処理⼿数料の改定について 

Ⅰ 改定案 

１ 家庭系ごみ 
（１）⾦額 

＜改定案＞ 
現⾏︓50 円/10kg ➡ 改定案︓100 円/10kg（+50 円、現⾏の 2 倍） 

＜理由＞ 
● ごみステーションに出されたごみは無料で処理しており、処理施設へ直接

持ち込まれたごみについても、処理に要する経費の負担は求めておらず、
受付に要する経費のみの負担を求めるため。 

● 家庭系ごみの受付に要する経費は、10kg 当たり 110 円と算出されるため
（⼈件費と計量機器類のイニシャルコスト・ランニングコストより）。 

（２）無料枠（⼀定量を無料とする取扱い） 
＜改定案＞ 

維持   
＜理由＞ 

● 現在、ごみ出しにおける無料の住⺠サービスとして、ごみステーションへ
の排出と、処理施設への搬入の２つの方法が選択できる。搬入における無
料の取扱い（1 回の搬入量が 30kg 以下の場合は無料）を廃止すること
は、住⺠サービスが低下するほか、次のようなデメリットが生じるため。 
・ごみステーションへ出すことが困難で、処理施設へ持ち込んでいる⼈に
⾦銭的な負担が発生する。 

・ごみステーションに出せないごみ（未使⽤の花⽕など）を処理施設へ持
ち込んでいただくことへの協⼒が得られにくい。 

・不法投棄が増えるおそれがある。 

（３）無料の範囲（量）と料⾦の計算方法 
＜改定案＞ 

現⾏︓１回の搬入量が 30kg 以下の場合は無料 
１回の搬入量が 30kg を超えた場合は全量有料 
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➡ 改定案︓ 
１回の搬⼊量が 30kg 以下の場合は無料 
１回の搬⼊量が 30kg を超えた場合は、搬⼊量から 30kg を差し引い
た分について有料 

＜理由＞ 
● ごみステーションへの排出は、１度に 30kg まで（3 袋までで１袋あたり

10kg 以下）としており、処理施設への搬入についても 30kg 分は無料とす
るため。 

● 常に 30kg 分を無料とすることは、制度としてわかりやすく、市⺠からの
理解が得やすいため。 

２ 事業系ごみ 
＜改定案＞ 

現⾏︓100 円/10kg ➡ 改定案︓200 円/10kg（+100 円、現⾏の 2 倍） 
＜理由＞ 

● 事業系ごみは、排出事業者の⾃らの責任において適正に処理することが義
務付けられており、処理原価に相当する⾦額の負担を求めることが望まし
い。ごみ処理施設（環境クリーンセンター、リサイクルプラザ）へ持ち込
まれるごみの約８割が事業系の可燃ごみであることから、焼却処理原価
（R5:334 円/10kg）に近づける。ただし、300 円/10kg とした場合、本
市から近隣市へごみが流出するおそれがあり、また、現⾏の 100 円/10kg
から３倍となることから、激変緩和も考慮しつつ、近隣市との均衡を優先
するため。 

３ せん定枝 
（１）家庭系 
  ア ⾦額 

＜改定案＞ 
現⾏︓50 円/10kg ➡ 改定案︓60 円/10kg（+10 円、現⾏の 1.2 倍） 

＜理由＞ 
● 家庭系ごみの搬入⼿数料（100 円/10kg）より安価とすることにより、
環境クリーンセンターではなくせん定枝リサイクルプラントへ持ち込んで
もらい、リサイクルを推進するため（現⾏の事業系と同様にごみ搬入⼿数
料の６割とする）。 

イ 無料枠等 
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＜改定案・理由＞ 
● 家庭系ごみと同様 

（２）事業系 
＜改定案＞ 

現⾏︓60 円/10kg ➡ 改定案︓120 円/10kg（+60 円、現⾏の 2 倍） 
＜理由＞ 

● 事業系ごみの搬入⼿数料（200 円/10kg）より安価とすることにより、環
境クリーンセンターではなくせん定枝リサイクルプラントへ持ち込んでも
らい、リサイクルを推進するため（ごみ搬入⼿数料の６割を維持する）。 

 
＜改定案による搬⼊⼿数料の具体例＞ 

家
庭
系 

ごみ 30kg を環境クリーンセンター・リサイクルプラザに搬入した場合 
（現⾏） （改定案） 

0kg×50 円/10kg＝0 円 
  30kg-30kg（無料枠分） 

0kg×100 円/10kg＝0 円 
30kg-30kg（無料枠分） 

ごみ 100kg を環境クリーンセンター・リサイクルプラザに搬入した場合 
（現⾏） （改定案） 

100kg×50 円/10kg＝500 円 
  30kg（無料枠分）を超えた 

ため全量分有料 

70kg×100 円/10kg＝700 円 
100kg-30kg（無料枠分） 

せん定枝 30kg をせん定枝リサイクルプラントに搬入した場合 
（現⾏） （改定案） 

0kg×50 円/10kg＝0 円 
  30kg-30kg（無料枠分） 

0kg×60 円/10kg＝0 円 
30kg-30kg（無料枠分） 

せん定枝 100kg をせん定枝リサイクルプラントに搬入した場合 
（現⾏） （改定案） 

100kg×50 円/10kg＝500 円 
  30kg（無料枠分）を超えた 

ため全量分有料 

70kg×60 円/10kg＝420 円 
100kg-30kg（無料枠分） 

事
業
系 

ごみ 100kg を環境クリーンセンター・リサイクルプラザに搬入した場合 
（現⾏） （改定案） 

100kg×100 円/10kg＝1,000 円 100kg×200 円/10kg＝2,000 円 

せん定枝 100kg をせん定枝リサイクルプラントに搬入した場合 

（現⾏） （改定案） 
100kg×60 円/10kg＝600 円 100kg×120 円/10kg＝1,200 円 
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現 ⾏ 改定案 

１ 家庭系 １ 家庭系 

 
 

区分 単位 ⼿数料 

搬
入 

環境クリーンセンター 

（ごみ焼却施設） 

10kg 

50 円 
1 回の搬入量が
30kg 以下の場

合は無料 

リサイクルプラザ 

（ごみ中間処理施設） 

せん定枝リサイクルプラント
（せん定枝たい肥化施設） 

 *搬入量から 30kg を差し引いた分について有料とする 
 

区分 単位 ⼿数料 

搬
入 

環境クリーンセンター 

（ごみ焼却施設） 

10kg 

100 円 
30kg 以下無料* リサイクルプラザ 

（ごみ中間処理施設） 

せん定枝リサイクルプラント
（せん定枝たい肥化施設） 

60 円 
30kg 以下無料* 

  
２ 事業系 ２ 事業系 
 

 区分 単位 ⼿数料 

搬
入 

環境クリーンセンター 

10kg 
100 円 

リサイクルプラザ 

せん定枝リサイクルプラント 60 円 

 

 区分 単位 ⼿数料 

搬
入 

環境クリーンセンター 

10kg 
200 円 

リサイクルプラザ 

せん定枝リサイクルプラント 120 円 
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Ⅱ 資料 

処理費⽤の推移 

 

※中間処理︓不燃ごみ・粗⼤ごみの破砕・選別、びん類・缶類の選別 

ごみ量の推移 

 

※家庭系︓可燃ごみ、不燃ごみ、粗⼤ごみ、資源ごみ、集団資源回収の計 

※事業系︓可燃ごみ、資源ごみ（せん定枝）の計 
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処理施設への搬⼊量の推移 

 

 

 

 


